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（写真）官報第４３１２５号 “国内生産・工業省、金融経済省 自動車組立部品輸入規則を更新” 
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内生産・工業省・金融経済省は、自動車組立

用部品の輸入規則に関する決議を公表した。 

 

経済低迷を受けて、ベネズエラの新車販売は著しく

減少したが、制裁緩和と融資制度拡充の流れの中、販

売台数は増加傾向にある（「ウィークリーレポート

No.391」）。また、新車販売増加に伴い、最近では中国

企業を中心にベネズエラ国内で組み立てを行う企業

も現れている。 

 

本稿では、自動車組立用部品の輸入規則の概要を確

認してみたい。 

 

 

「自動車組立用部品の輸入規則」は、２０２５年５

月１２日付の官報第４３，１２５号、金融・経済省

および国内生産・工業省決議の共同決議で発行・規

定されている。 

 

なお、ベネズエラは自動車組立用部品を「Material 

de Ensanblaje Importado para Vehiculos」と呼

び、その頭文字をとって MEIV と書くのが一般的で

あるため、以下では自動車組立用部品のことを

「MEIV」と記載したい。 

 

同制度によると、MEIV はその部品によって「カテ

ゴリー１」「カテゴリー２a」「カテゴリー２b」の３

つのカテゴリーに分類される。 

MEIV 関税番号で３カテゴリーに分類 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6294f09224f17bdb78f6570c1c003236.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6294f09224f17bdb78f6570c1c003236.pdf
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各部品がどのカテゴリーに属するかは関税番号で決

まっている。ベネズエラでは MEIV に専用の関税番

号（９８類）を付与しており、関税や制度面で一定

の優遇がある。 

 

各カテゴリーは以下の通り分類されている。 

 

「カテゴリー１」 

9802.00.00.11、9802.00.00.21、9802.00.00.31 

9802.00.00.91、9803.00.00.11、9803.00.00.21 

9803.00.00.13、9803.00.00.14、9803.00.00.15 

9803.00.00.16、9803.00.00.17、9803.00.00.18 

9803.00.00.19、9803.00.00.21、9803.00.00.22 

9803.00.00.23、9803.00.00.24、9803.00.00.25 

9803.00.00.26、9803.00.00.27、9803.00.00.28 

9803.00.00.29、9803.00.00.30、9803.00.00.40 

9803.00.00.40、9803.00.00.50、9803.00.00.60 

9803.00.00.70、9803.00.00.90、9804.00.00.11 

9804.00.00.21、9804.00.00.31、9804.00.00.41 

9804.00.00.51、9806.00.00.20、9806.00.00.90 

 

「カテゴリー２a」 

9802.00.00.12、9802.00.00.13、9802.00.00.19 

9802.00.00.22、9802.00.00.23、9802.00.00.29 

9802.00.00.32、9802.00.00.33、9802.00.00.39 

9802.00.00.92、9802.00.00.93、9802.00.00.99 

 

「カテゴリー２b」 

9801.00.00.11、9801.00.00.19、9801.00.00.21 

9801.00.00.22、9801.00.00.23、9801.00.00.24 

9801.00.00.30、9801.00.00.91、9801.00.00.92 

9801.00.00.93、9801.00.00.94、9801.00.00.95 

9804.00.00.12、9804.00.00.13、9804.00.00.14 

9804.00.00.22、9804.00.00.23、9804.00.00.24 

 

9804.00.00.32、9804.00.00.33、9804.00.00.34 

9804.00.00.42、9804.00.00.43、9804.00.00.44 

9804.00.00.51、9804.00.00.52、9804.00.00.53 

9804.00.00.54、9804.00.00.90、9805.00.00.10 

9805.00.00.20、9805.00.00.30、9805.00.00.40 

9805.00.00.50、9805.00.00.60、9805.00.00.90 

9806.00.00.10、9807.00.00.21、9807.00.00.29 

9807.00.00.30 

 

各関税番号の具体的な品目、関税率については「関

税番号表（2024 年 4 月 25 日付特別官報 6804 号）」

を参照されたい。 

 

 

次に具体的な規則について、同決議に書かれている

内容を紹介したい。 

 

ベネズエラ国内で自動車組立事業を行う企業は、内

資企業・外資企業かを問わず、国内生産・工業省と

「Convenio de Ensanblaje（自動車組立協定）」を

締結しなければならない（第３条）。 

 

また、MEIV 制度を利用する組立業者は、「国内部品

の最小使用率（通称 PMIN）」を順守しなければなら

ない（第８条）。 

 

具体的には、各カテゴリーについて、２０２５年、

２６年、２７年、２８年以降に分けて、以下のよう

に国内部品の最小使用率が定められている。 

 

国内部品の最小使用率の順守を求められる 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/Arancel-de-Aduanas-Decreto-4.944-GOE-6.804.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/Arancel-de-Aduanas-Decreto-4.944-GOE-6.804.pdf
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ただし、組立業者は、国内生産・工業省に申請する

ことで、新モデルの生産を開始してから３か月間は

PMIN の規則順守を免れることができる（第１０

条）。 

 

また、やむを得ない事情で PMIN が順守できない場

合、組立業者は国内生産・工業省に申請を行うこと

で、PMIN の順守が免除される可能性がある。 

 

国内生産・工業省は、PMIN が順守されているかを

確認するため、組立業者に対して６カ月毎、１年毎

にレポートの提出を求める。このレポートは政府の

「貿易委員会（COMEX）」で精査されるという（第

１３条）。 

 

なお、PMIN を割り出すために以下のような計算式

が示されているが、自動車分野の専門的な知識を必

要とする部分ではあるので、本稿では割愛したい。 

 

 

 

仮に PMIN を順守できない場合でも、組立業者は関

税率表９８類で定められた関税率にプラスして関税

を支払うことで MEIV を輸入することが可能。 

 

PMIN を順守できなかった年の１年目にプラスされ

る税率は、PMIN のパーセンテージと、その組立業

者が達成している PMIN のパーセンテージの差の

１．２５倍になる。 

 

 

 

２年連続で PMIN を順守できなかった場合、プラス

される税率は、PMIN のパーセンテージと、その組

立業者が達成している PMIN のパーセンテージの差

の２倍になる。 

 

３年連続で PMIN を順守できなかった場合、関税番

号９８類の税優遇が解除され、通常の自動車部品の

関税率（８７類）が適用されることになる。 

 

他、自動車組立業者と部品の供給契約を交わした部

品製造業者が、契約した数量の生産を履行できず、

PMIN の数字に影響を与えた場合（当事者間で交わ

した契約上の罰則とは別に）その部品製造業者は

MEIV の自動車部品製造業者としての認定を１年間

停止されることになる（第３４条）。 

 

 

組立業者および自動車輸入販売業者は、メンテナン

ス部品をベネズエラ国内に供給する義務を負うと明

記されており、当該自動車を製造あるいは輸入して

から１０年は部品を供給する義務を負うとしている

（第１１条）。 

 

なお、輸入を停止あるいは販売を停止したとしても

部品を供給する義務を免れることは出来ないとして

いる。 

 

加えて、組立業者および自動車輸入販売業者は、メ

ンテナンス部品を迅速に提供するために、許可され

た販売代理店に「全国部品在庫情報システム」を用

意し、部品情報を共有させなければならない（第１

２条）。 

 

補修用部品 １０年供給の義務あり 

MEIV 関連の罰則規定 



 
Venezuela Weekly Report 

No.４１１   ２０２５年６月１８日（水曜） 

4 

 

 

MEIV 規則を適用するに当たり、組立業者は国内生

産・工業省に対して、申請を行い、許可を得る必要

がある。 

 

申請時には「ブランド」「モデル」「バージョン」 

「数量」「総重量」「純重量」「自動車の FOB 価格」 

「輸入履歴」「輸入国／原産国」「輸入手段」 

「輸入税関」「輸入する MEIV リスト」 

などの情報を提出する必要がある。 

 

なお、「輸入する MEIV リスト」には、所定の情報

（同規則１７条参照）を記載し、リストのオリジナ

ル、リストの複写３セット、リストの電子媒体を提

出する必要がある。 

 

同申請を受けて、国内生産・工業省は MEIV リスト

の精査を行い、問題が無ければ「Calificacion de 

Material de Ensamblaje Importado para 

Vehiculos」という MEIV 証明証を発行する。 

 

なお、「輸入する MEIV リスト」の複写３セットは、

国内生産・工業省が押印した上で「徴税庁

（SENIAT）」に送られる。 

 

MEIV 証明書の発行を受けて、組立業者は SENIAT

に対して、「Autorizacion Bajo el Regimen de 

Material de Ensamblaje Importado para 

Vehiculos」という MEIV 制度利用許可証の発行を申

請。SENIAT が MEIV 制度利用許可証を発行（有効

期限は１年）するという流れになる。 

 

 

 

以上が MEIV 規則の大まかな内容となるが、詳細に

ついては、「自動車組立用部品の輸入制度」のオリジ

ナルを参照されたい。 

 

以上 

MEIV 規則の適用には MEIV 許可証が必要 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a72b116c9407ac143788c094b8a48d73.pdf

